
 
西宮市立若竹生活文化会館使用取扱要綱 

 
（目的） 
第１条 この要綱は、西宮市立若竹生活文化会館条例（昭和５７年西宮市条例第２０号。

以下「条例」という。）及び、西宮市立若竹生活文化会館条例施行規則（昭和５７年西宮市

規則第２９号。以下「規則」という。）に基づき、西宮市立若竹生活文化会館（以下「会館」

という。）施設等を広く地域コミュニティ活動の場として利用に供するため必要な事項を定

める。 
 
（施設等の定義） 
第１条 この要綱において施設等とは、条例別表（第７条関係）の各室に規定する設備の

他、会館に備え付けの備品をいう。 
 

（使用各室の定義） 
第３条 各室の定義は、別表第１のとおりとする。 
 
（市長が使用を不当と認める場合） 
第４条 条例第６条第２項第５号の市長が使用を不適当と認めるときは、次の各号に該当

する場合とする。 
（１）使用料の滞納があるとき。 
（２）飲酒・飲食を主たる目的とするとき。 
（３）小学生以下の者の使用で保護者等の付添いのないときまたは中学生だけの使用で保

護者等の同意書のないとき。 
（４）近隣に迷惑がおよぶおそれのあるとき。 
（５）社会教育法（昭和２４年法律第２０７号。以下「法」という。）第２０条の目的達成

に支障があると認められるとき。 
（６）西宮市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２５年西宮市条例第６７号）第８条

に規定する暴力団を利すると認められるとき。 
（７）宗教の教義を広め信者を教化育成すること、または宗教の儀式行事を行うことを主

たる目的とするとき。 
（８）政治団体等の運営にかかわる事務作業を主たる目的とするとき。 
（９）その他、使用を許可することが著しく妥当性を欠くと認められるとき。 
 
（使用時間） 
第５条 施設等の使用時間は、休館日を除き条例別表のとおり午前９時から午後１０時ま

でとし、条例別表の各区分で使用許可する。 
 
（使用料の納付） 
第６条 会館での予約または電話での予約の使用料納付は次の各号のとおりとする。 
（１）窓口での予約（使用申請） 使用申請時に現金納付または口座振替 
（２）電話での予約 予約した日の翌日から１０日以内の別表第２の受付日時（以下「受

付時間」という。）において会館窓口で現金納付 
２ 前項第２号において納期限または予約した使用日時までに使用料の納付がない場合は

予約を取消すものとする。 
 
 
 



（使用料の口座振替） 
第６条の２ 条例第７条第２項の市長が認める後納は、口座振替の方法によるものとする。 
２ 口座振替による使用料の納期限は、規則第４条の規定による会館使用許可書に記載さ

れた使用年月日の属する月の翌月２０日とする。ただし、納期限の日が日曜日または銀行

法施行令（昭和５７年政令第４０号）第５条第１項に規定する日に該当するときは、その

翌日を納期限の日とする。 
 
（使用申請書受付基準） 
第７条 施設等の使用申請の受付は、別表第２及び別表第３（学校または学校に関係する

団体が使用する場合は別表第４）のとおりとし、会館へ規則第４条で規定する使用許可申

請書を提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織等を使用する方法による使用

申請（以下「電子申請」という。）の場合は、この限りでない。 
２ 使用料の納付を免除される者が電話予約した場合は、予約した日の翌日から１０日以

内に前項の規定に基づき使用許可申請書を提出しなければ予約を取消すものとする。 
 
（電子申請） 
第７条の２ 電子申請ができる使用の受付は、別表第３のとおりとする。 
２ 西宮市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則（令和２年３月２

７日西宮市規則第４６号）第４条第３項で規定する措置は、同条第１項に規定する電子計

算機から送信された利用者番号及びパスワードの確認により行うものとする。 
３ 電子申請を行った者が、現金により使用料を納付する場合は、別表第２に定める標準

処理期間（以下「処理期間」という。）内に、会館の窓口において受付時間内に、使用内容

の確認を受け、使用料を納付しなければならない。 
４ 電子申請を行った者が、口座振替により使用料を納付する場合で会館から使用内容の

問い合わせがあった場合又は使用料を免除されている場合は、処理期間の受付時間内に、

電話等の方法により、会館から使用内容の確認を受けなければならない。 
５ 前２項の場合において、処理期間内に使用内容が確認できない場合または使用料の納

付が無い場合は使用の意思が無いものとみなし、不許可の扱いとする。ただし、市長が特

別の理由があると認めた場合は、この限りでない。 
６ 前項の不許可または許可を取り消した場合、予約システムによる表示または口頭によ

る通知を行う。 
 
（使用取消しの申し出） 
第８条 規則第８条第２項に規定する使用の取消しの申し出は、会館の窓口において又は

電話連絡により、受付時間内に行わなければならない。 
 
（使用料の不徴収） 
第８条の２ 規則第９条の使用料の返還は口座振込により行うものとする。ただし、市長

が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（使用区分数） 
第９条 施設等の使用は、月１２区分以内とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、館長は、会館の使用状況により必要があると認めるときは、

使用区分数を月１２区分以内に制限し、または月１２区分を超える使用を認めることがで

きる。 
３ 第１項の使用区分数を超える使用については、使用日の１月前（申請受付開始日が土

曜日・日曜日・休日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規

定する休日をいう。以下同じ。）または１２月２９日～１月３日の場合は次の申請受付可能

日）から申請できるものとする。 
 
（減額・免除基準） 
第１０条 減額・免除するグループ・団体等及び減額免除基準は、西宮市立公民館使用取

扱要綱第１０条別表第５のとおりとする。 
２ 新たに減額免除を受けようとするグループ・団体等は、西宮市立公民館使用料減額・

免除取扱申請書及び同申請書に記載の関係書類を提出しなければならない。 
３ 承認されたグループ・団体等のうち、継続して承認を受けようとする場合は、西暦偶

数年の４月末日までに更新申請を行わなければならない。 
 
付 則 

この要綱は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。 
 

付 則 
この要綱は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。  

（経過措置） 
    改正後の第 8 条の規定にかかわらず、平成 18 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日ま

での間、改正前の別表第 3「上記以外の登録グループ・団体」の項の規定に該当するもの

のうち、上記以外の登録グループに対しては、使用料及び冷暖房等実費費用弁償を減額

することができる。この場合において、減額・免除の基準は次の各号に掲げる期間に応

じ、当該各号に定める割合とする。 
(1) 平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日まで  30%減額 
(2) 平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日まで  20%減額 

付 則 
この要綱は、平成 22 年 3 月 1 日から施行する。 
 

付 則 
この要綱は、平成 24 年 5 月 1 日から施行する。 
 

付 則 
 この要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 
 
付 則 
１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
２ 改正後の第９条の規定は、平成２８年９月１日以後の使用に係る区分数について適用

し、同日前の使用に係る区分数については、なお従前の例による。 
 
付 則 
この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
 
付 則 
この要綱は、令和５年１月１日から施行する。 



別表第１（第３条関係） 
室     名 定                  義 

一

般 
室 

第２会議室  会議、実技等多目的に使用する部屋。 
講   堂 会議室と同様の使用を目的とし、多人数に対応できる部屋。 
和   室 会議室と同様の使用を目的とする。ただし和室としての使用になじ

まない活動は制限する。 
特

定

目

的

室 

第１会議室 
 

グループ等が定例活動に使用できない一定の制限がある部屋。専ら

地域団体の利用に供する。 
教養娯楽室 高齢者を中心に地域住民の憩いの場として、民謡・歌謡・囲碁・将

棋を楽しんだり、テレビ、湯茶セット等を備えた部屋で、部屋の使

用目的を尊重しながら主催事業や地域団体等免除団体も使用でき

る部屋。 
 
別表第２（第７条関係） 
 

使 用 区 分 
 

受 付 開 始 
 
受  付  日  時 

受付開始日が

土・日・休日

の場合 
一  般  使  用 使 用 日 の 属 す る 月 の

前々月の１日（１月は４

日）からとする。 

（受付） 
月曜日～金曜日 
ただし、休日及び１２月２９

日～１月３日までは除く 
（受付時間） 
午前９時～午後５時 
 

 
翌日が受付開始日 
 

公民館登録グループ 
・定期使用登録団体 

使用日の属する月の 3ケ

月前の一般使用受付開

始日の翌日からとする。 

 
翌日が受付開始日 
 

会館事業及び公民館事業 
（主催・公民館推進員会） 

随時  
 

公       用 随時 

 
備  考 

１ 一般使用の電話予約は、受付開始日の翌日（受付開始日以降次の申請受付可能日。以下同

じ。）９時開始とする。 
２  会館において２１区分目以上の電話予約はできないものとする。 

 
別表第３（第７条第２項関係） 

使 用 区 分 受 付 開 始 日 受 付 日 時 標準処理期間 

一 般 使 用 

別表第２の一般利

用受付開始日の翌

日から利用日の１

１日前まで 
保守点検時間を除

く午前６時～翌午

前１時（一般使用の

電子申請受付開始

日は午前９時開始） 

利用者が電子申請

を行ってから１０

日以内。 
ただし、口座振替

により使用料を納

付する場合で、公

民館が使用条件の

問合せを行った場

合は、その日から

10 日以内。 

公民館定期使用グ

ループ・公民館定

期使用団体 

使用日の属する月

の３ヶ月前の一般

使用受付開始日の

翌日から利用日の

１１日前まで 

 
備 考 
１ 特定目的室の電子申請はできないものとする。 
２ 会館において２１区分目以上の電子申請はできないものとする。 



別表第４（第７条関係） 

備 考 
１ 学校の範囲 

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大

学及び高等専門学校（学校教育法第１条）を指し、各種学校・学習塾等は除く。ただし、

保育所等は学校に準ずる。 

２ 理由書 

その活動が、学校の行事、ＰＴＡ活動又はクラブ・サークル活動であることと、公民館を

使用しなければならない理由を証するもので、各所属長が発行したもの。 

３ 西宮市立学校事務職員研究会については、教育職員課の副申書をもって公用とみなす。 

４ 小学生以下の者の使用で保護者等の付添いのないときまたは中学生だけの使用で保護

者等の同意書のないときは使用許可できない。 
５ 条例に基づく使用の許可ができない場合であっても、別途、目的外使用許可の申請を

妨げない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使 用 内 容 使用許可方針及び受付方法 

学校園長

(代表者 )
が 
使用申請

する集会 

１ 地域学校協働活動（学校運営

協議会の活動、社会に開かれた

教育課程に基づく授業等を含

む。） 社会教育活動として使用を認める（一般使

用）。 
ただし、西宮市の各所属長が作成した理由書

の添付がある場合は、公用扱いとして使用を

認めることができる（随時受付・使用料免除） 

２ 一般公開される発表会等（文

化祭、校内発表会等のリハーサ

ル・打合せ等） 

３ 教職員又は児童生徒が行う

レクリエーション活動 

４ 上記以外の学校運営に関す

る活動（教育課程に基づく授業

等を含む。） 

原則として使用を認めない。 
ただし、西宮市の各所属長が作成した理由書

の添付がある場合は、公用扱いとして使用を

認めることができる（随時受付・使用料免除） 
学校の名称を付けて有志の者が集まる集会 
（○○大学テニス同好会、○○大学ゼミ研究

会、○○高校軽音楽愛好会） 

社会教育活動として使用を認める（一般使

用）。 
ただし、西宮市の各所属長が作成した理由書

の添付がある場合は、公用扱いとして使用を

認めることができる（随時受付・使用料免除） ＰＴＡ、育友会、父母の会等の集会 



＜参 照＞ 
西宮市立公民館使用取扱要綱 
（減額・免除） 
第１０条 減額・免除するグループ・団体等及び減額免除基準は、別表第４のとおりとす

る。 
２ 新たに減額免除を受けようとするグループ・団体等は、西宮市立公民館使用料減額・

免除取扱申請書及び同申請書に記載の関係書類を提出しなければならない。 
３ 承認されたグループ・団体等のうち、継続して承認を受けようとする場合は、西暦偶

数年の 4 月末日までに更新申請を行わなければならない。 
 
 
別表第５（第１０条関係） 

種                     別 減  額・免  除 
人権・福祉等の公共性の高い活動をしているグループ等（収益的

事業を行う場合を除く） 免   除 

上記以外の公共性の高い活動をしているグループ等（収益的事業

を行う場合を除く） ５０％減額 

現職議員による市（国・県）政報告会 ５０％減額 
地域団体・福祉関係団体・社会教育関

係団体 
 

（１） 役員会議等 
（２）年度中 4 回以内の

催し物（各団体の年間行

事計画表等に明記された

ものに限り、収益的事業

を除く。） 

免  除 

（１） 学習・実技活動 
（２）年度中 4 回以内の

催し物（各団体の年間行

事計画表等に明記された

ものに限り、収益的事業

を除く。） 

５０％減額 

公用（公職選挙法が有料とする場合を除く。）、公民館事業、学校

の集会活動 
  ※保育所、認定こども園、小規模保育施設・家庭的保育施

設・事業所内保育施設及び認可外保育施設は学校に準ず

る。 

免  除 

その他特別の理由があると教育長が認める場合 減額又は免除 

 


